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　平成２１年１１月から実施している「新型インフルエンザ予防接種費用助成」を、平成２２年度も
引き続き行います。

　伯耆町では、ひとり親家庭などを対象に入学支度金を支給しています。支給の対象となる方は、
手続きを行ってください。

　助成対象者は、接種費用を医療機関に支払ってから、窓口で申請を行ってください。

（１）申 請 場 所 　本庁舎　総合福祉課　健康増進室
　　　　　　　　　分庁舎　なのはな生活課
（２）持参するもの 　予防接種済証、領収書、口座のわかるもの（通帳など）、認印

【支給対象者】　現在、伯耆町内にお住まいの方で、平成２２年４月に小・中学校に入学した児童を養育さ
れている次の①または②に該当する方（平成２０年分の所得税が課税の方、生活保護世帯
を除く）
①母子・父子家庭の保護者
②父母に代わって児童を養育している方

【支　給　額】　児童一人につき１万円

【手続きに必要なもの】　　
印鑑、振込先の口座番号のわかるもの（通帳など）
※手続きに必要な書類は、手続き窓口に用意しています。

【手続き期限】　５月３１日 ( 月 ) まで

【手続き窓口】　本庁舎　総合福祉課　福祉支援室
　　　　　　　分庁舎　なのはな生活課

　伯耆町では、高齢者の福祉の向上を図るため、はり･きゅう･マッサージの施術に要する費用の一部
を助成します。

助成金の額　１回につき１，０００円以内
助 成 回 数　年１２回（月１回）以内
助 成 期 間　平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで
助成対象者　前年（申請が４月から６月は前々年）の所得にかかる所得税が非課税で、かつ満７５歳以上又は
　　　　　　後期高齢者医療受給者の方
申請に必要なもの
　　　　　　印鑑（認め）
申 請 窓 口　本庁舎…総合福祉課　福祉支援室　分庁舎…なのはな生活課
※助成券の利用施設は鳥取県保健鍼灸マッサージ師会加入施設に限ります。

　現在発行されている受給者証の有効期間は、平成２２年９月３０日までとなっています。受給者証の更新
を希望される方は、下記受付期間内に更新手続きが必要です。（高額療養費の適用区分認定が必要となった
ため、昨年までと比べて受付期間が早まっています）。受付期間内に更新手続きがない場合は、医療費の助
成が受けられなくなることがありますのでご注意下さい。

補助金の交付対象者
　町内に住所を有し、自ら居住する住宅に太陽光発電システム及びその他の省エネ設備（ＬＥＤ照明・高効
率給湯器など）を新たに設置される方　※詳細については町ホームページをご覧ください。

■補助金の金額
　太陽光発電システム…１キロワットあたり１５万円（上限６０万円）
　その他の省エネ設備…設置費用の１／２（上限７万５千円）

　自然エネルギーの活用を積極的に支援し、環境にやさしいまちづくりを推進していくため、住宅
用太陽光発電システムなどを設置される方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

■新型インフルエンザ予防接種費用助成について■

■ひとり親家庭のみなさまへ
　　　　　　　入学支度金の手続きはお済ですか■

■高齢者はり･きゅう･マッサージ
　　　　　　　　　　施術費助成事業のお知らせ■

■特定疾患医療受給者証の更新について■

■エコライフを応援■～住宅用太陽光発電システム設置費等補助金～

【問い合わせ先】　総合福祉課　福祉支援室　☎６８‐５５３４

【受付・問い合わせ先】
西部総合事務所　福祉保健局　健康支援課　感染症・疾病対策係　☎3１‐９３１７

【問い合わせ・申込み先】　地域整備課　環境整備室　☎６８‐５５３９ 【問い合わせ先】　総合福祉課　福祉支援室　☎６８‐５５３４

【問い合わせ先】　総合福祉課　健康増進室　☎６８‐５５３６

助成対象者と負担額

助成方法 

助成対象者 １回目の負担額 ２回目の負担額

生活保護世帯 無　料 無　料

住民税非課税世帯 無　料 無　料

住民税課税世帯で
２回目を接種した方 全額自己負担 １，５００円

６月１日（火）から７月１５日（木）まで
受　付　期　間

補助金申請の受付期間
５月６日（木）～１２月２８日（火）まで


